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全国社長の平均年齢は60.3歳 
31年連続で過去最高を更新  

 

帝国データバンクが発表した「全国社長年齢分析調査」結果によると、2021年12月時点の社長の平均年

齢は60.3歳（前年比＋0.2歳）と、調査を開始した1990年以降、31年連続で過去最高を更新した。年代別

の割合をみると、「50代」が構成比27.6％を占め最多、「60代」が同26.9％、「70代」が同20.2％で続

く。 

また、交代企業の平均年齢は交代前の68.6歳に対して交代後は52.1歳となり、交代による若返りは平均

16.5歳となった。 

社長年齢別の後継者の有無は、「60代」では約半数、「70代」は約４割、「80代以上」は約３割で後継

者が不在と、社長年齢の高い企業でも、後継者不在の企業が多い。2021年の社長年齢の平均は昨年比で

「50代」と「80代以上」が増加。「70代」の増加幅は昨年までと比べると落ち着いたものの、引き続き

「70代」と「80代以上」を含めた70歳以上の代表が全体の25％近くを占める高齢化の傾向が続く。 

昨今のコロナ禍以降、事業環境が急激に変化するなか、依然６割を超える企業が後継者不在であるもの

の、４年連続で不在率は低下し過去10年で最も低くなった。とはいえ、2021年の社長交代率は3.92％と

依然低水準の状態が続いており、中小企業の事業承継が進んでいない状況は変わっていない。直近２年

では改善傾向となっているものの、リーマン・ショック以降低下した交代率が元の水準に戻りきってい

るとはいえず、引き続き低水準を脱していない点は否めない。 

 

 

個人住民税の公的年金控除額算定 
2022年度分以後は退職手当含めず 

 

2022年度税制改正では、個人住民税における合計所得金額に係る規定が整備される。 

これは、2018年度税制改正で創設された公的年金等控除を合計所得金額に応じて判定する仕組みで、 

合計所得金額の範囲が所得税法と地方税法との違いから生じる混乱を是正する狙いがある。2018年度改

正では、公的年金等収入が一定額を超える場合の控除額に上限を設定し、年金以外に特に高額な副収入

がある年金受給者の控除額が引き下げられた。 

具体的には、控除額を一律10万円（公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円

超2000万円以下は20万円、2000万円超は30万円）引き下げるとともに、公的年金等の収入金額が1000万

円を超える場合の控除額については195万5000円の上限が設けられた。これによって、個人住民税におい

ても、公的年金等控除の算定のため、合計所得金額を把握する必要が生じている。 

しかし、総所得金額の範囲は、所得税法上は退職所得を含むのに対し、地方税法上は分離課税の対象（源

泉徴収の対象）となる退職所得は含まれないとされている。ところが、市区町村が退職所得の有無を把

握するには相当の事務負担が必要との意見があった。2022年度改正では、公的年金等控除額の算定にお

ける合計所得金額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職手当等を含まない合計所得

金額を用いることとされる。この改正は、2022年度分以後の個人住民税について適用される。 


